
　業務委託名称　：

　業務委託場所　：

　履　行　期　間　：

こども動物自然公園　／　東松山市岩殿地内

令和　６年　４月　１日　から　令和１１年　３月　３１日　まで　（５年間）

仕　　　様　　　書

令和6～10年度こども動物自然公園警備業務委託



　業務委託名称

　設　計　金　額　￥ 円）

　備　　　考　：　履行期間　５年間

名　　　　　　称 摘　　　要 数　量 単　位 単　価 （円） 備　　　　考

委 託 業 務 価 格 令和６年度 1 年間 令和６年度委託費内訳書のとおり

令和７年度 1 年間 令和７年度委託費内訳書のとおり

令和８年度 1 年間 令和８年度委託費内訳書のとおり

令和９年度 1 年間 令和９年度委託費内訳書のとおり

令和１０年度 1 年間 令和１０年度委託費内訳書のとおり

委 託 業 務 価 格 計

消 費 税 等 相 当 額 1 式

合　　　　　　計

令和6～10年度こども動物自然公園警備業務委託

円　　（委託業務価格　￥

金　額　（円）



種　別 時間 単位 人数 単位 日数・回数 単位 単価(円) 金額(円) 摘　　要

直接人件費

昼間警備 6 H 2 人 365 日

夜間警備 2 H 2 人 365 日

昼間警備（時間外） 2 H 2 人 365 日

直接人件費合計

一般管理費

委託業務価格

令和６．７．８．１０年度こども動物自然公園警備業務委託

委　託　費　内　訳　書　（年間当たり）



種　別 時間 単位 人数 単位 日数・回数 単位 単価(円) 金額(円) 摘　　要

直接人件費

昼間警備 6 H 2 人 366 日

夜間警備 2 H 2 人 366 日

昼間警備（時間外） 2 H 2 人 366 日

直接人件費合計

一般管理費

委託業務価格

令和９年度こども動物自然公園警備業務委託

委　託　費　内　訳　書　（年間当たり）



委託業務共通仕様書 

 

（適用範囲） 

第１条 この共通仕様書は、公益財団法人埼玉県公園緑地協会が発注する委託業務に適用す

る。 

  ２ 図面及び特記仕様書に記載された事項は、この共通仕様書に優先するものとする。 

 

（法令の厳守） 

第２条 受託者は、業務の実施にあたっては、関係諸法令を厳守しなければならない。 

 

（業務の実施） 

第３条 受託者は、業務の実施にあたっては、契約約款等で定める資格及び技能で適した者

（以下「使用人」という。）を配置するものとする。 

  ２ 受託者は、誠実かつ善良なる管理者の注意義務を持って業務を行うものとする。 

 

（業務の実施責任） 

第４条 受託者の行った業務の実施に瑕疵があり、または善良なる管理者の注意を欠いたた

めに不完全な実施がされた場合は、受託者は、委託者に対し直ちに完全な実施となる

よう補完するものとする。ただし、受託者の責めに基づかないときは、この限りでな

い。 

 

（業務責任者の指定） 

第５条 受託者は、業務の実施にあたり、契約約款で定める業務責任者を選任し、次の任に

あたらせるものとする。 

  （１） 業務の実施に関する委託者との連絡及び調整 

  （２） 仕様書に基づく細部事項の打合せ 

  （３） 使用人の管理及び指揮監督 

  ２ 業務の実施に際し、委託者及び委託者の指定した監督員は、仕様書に基づく注文等

を受託者の選任した業務責任者に対して行うものとし、使用人に対し直接これを行

ってはならない。 

 

（規律の維持） 

第６条 受託者は、使用人の教育指導に万全を期すとともに風紀及び規律の維持に責任を負 

い、秩序ある業務の実施に努めるものとする。 

 

（異常又は事故報告） 

第７条 受託者は、建物本体又は付帯設備等に損傷又は不良の箇所を発見したときは、その 

旨を直ちに委託者に報告するものとする。 

  ２ 事故が発生したときは、直ちに適切な措置を講ずるとともに委託者に書面により報 

告するものとする。 



 

（その他） 

第８条 業務にあたっては、次の事項に留意するものとする。 

  （１） 火気の使用にあたっては、十分に注意するものとする。 

  （２） 電気、水の使用にあたっては、極力節約に努めるものとする。 

  （３） 水の使用又は機械器具等の使用により、建物・器物等に損傷を与えぬよう注意 

するものとする。 

  （４） 衛生に留意するものとする。 



警 備 業 務 共 通 仕 様 書 

（適用範囲） 

第１条 この共通仕様書は、公益財団法人埼玉県公園緑地協会が発注する警備業務に適用する。 

２ 図面及び特記仕様書に記載された事項は、この共通仕様書に優先するものとする。 

（業務の内容） 

第２条 警備業務は、次に掲げる事項及びこれらに付随する一切の業務を行うものとする。 

（１） 園内又は館内の巡回警備 

（２） 火災の予防と火災の早期発見、通報、及び初期消火 

（３） 火災発生場所への消防官等の誘導 

（４） 盗難の予防 

（５） 関係者の退園、退館後における鍵の保管、施設の確認、遺失物及び郵便物等の保管 

（６） 潜伏者、徘徊者その他不審者の発見と排除 

（７） 不法侵入、不法行為等の阻止と処置 

（８） 異常事態発生時の現場確認、処置、保存及び関係者への連絡通報 

（９） 駐車場の開閉及び放置車両の確認 

（10) 来園者の案内、受付 

（11）電話の応対 

（12）施設の状況報告 

（13）その他監督員が指示した事項 

（業務の実施体制） 

第３条 受託者は、業務を確実に実施するため、警備に適した者（以下「業務員」という。）を

適正に配置するものとする。 

２ 受託者は、業務の確実な実施を期するため、組織内に警備業務を統括する警備本部等を

設け、定期的に業務員に対する教育及び実地指導ならびに支援を行うものとする。 

（業務計画書） 

第４条  受託者は、以下の項目を記した業務計画書を作成し、監督員に提出しなければならな

い。ただし（３）については月ごとに作成し、各月の業務開始５日前までに監督員に提

出するものとする。 

（１） 警備内容（巡回ポイント、巡回時間等） 

（２） 警備の巡回経路及び方法 

（３） 月別警備勤務ローテーション表 

（４） 受託者組織表及び業務員名簿（住所、氏名、年齢、顔写真、警備業務経歴等) 

（５） 緊急時の体制及び対応 

（６） 使用機器一覧表（機種、名称、数量等） 

（７） 業務員教育の実施計画（内容、方法、予定年月日等) 

（８） その他監督員が指示した事項 

（業務の記録） 

第５条 受託者は、その日の警備実施状況を特記仕様書に定める様式へ記録し、翌朝速やかに監

督員等に報告しなければならない。 

（緊急時の措置） 

第６条 業務員は、火災その他緊急事態が発生したときは、直ちに適切な処置を講ずると共に、

監督員又は委託者及び警備本部等へ通報しなければならない。 

２ 受託者は、業務員から通報を受けた場合は、適切な指導又は支援を行わなければならな

い。 

３ 受託者は、必要がある場合には、委託者の指示を待たずに警察署若しくは消防署への出



動要請を行うことができる。この場合は、可能な限り速やかに監督員又は委託者に通報す

るものとする。 

（服務規律） 

第７条 受託者は、業務員に一般人が一目瞭然に警備員であるこが分かる所定の制服、名札を着

用させると共に、常に身分証明書及び無線機器等を携帯させるものとする。 

２ 業務員は、警備対象が公共施設であることを十分認識し、礼儀正しく品行を慎み外来者等

に対しては親切丁寧を旨とし、仮にも粗暴な言動があってはならない。 

３ 業務員は、勤務中の飲酒、所定の場所以外での喫煙、その他職務遂行を怠るような行動を

とってはならない。 

４ 業務員は、警備員室等の使用については、衛生管理、施設の保守、火災防止等に留意し、

必要に応じて室内の清掃を行うものとする。 

（資料等の整理、保管） 

第８条 受託者は、業務業上必要な関係図面及び関係書類等を整理保管しておかなければならい。                                  

２ 受託者は、支給された消耗品及び予備品を所定の場所に保管し、在庫管理を行うものとる。 

（負担区分） 

策９条 業務に必要な資材等の負担区分等は次のとおりとする。 

（１） 委託者の負担 

 電気、ガス及び水道の料金及び第６条に係る電話料金 

（２） 受託者の負担 

  制服、寝具、自転車、懐中電灯など業務に必要な全ての警備機器及び警備員室等の清掃に係

る経費。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



警 備 業 務 特 記 仕 様 書 

 

 

この仕様書は、こども動物自然公園の警備業務の大要を示すものであって、現場の状況に応

じここに記載されていない事項についても、誠意を持って行うものとする。 

 

１ 委託業務の目的 

警備業務共通仕様書第２条の業務内容を目的とする。 

 

２ 業務員の確保 

受託者は、契約の履行を期するため警備に適した者を配置しなければならないと共に業務員

名簿を提出すること。 

 

３ 警備の方法 

受託者は、別紙１の令和６～１０年度こども動物自然公園警備業務委託人員数及び実施基準

に基づき、人員を配置し業務を実施すること。また、巡回については別紙２-１、別紙２-２の

警備業務巡回ポイント（№１～№20）等を巡回警備（パトロールコーダー）し、異常等が認め

られた場合は書面をもって監督員に報告すること。なお、散策路・クロスカントリーコース管

理棟（№20）においては、別紙１「令和６～１０年度こども動物自然公園警備業務委託人員数

及び実施基準」で示す朝６時の巡回時に巡回警備を実施すること。 

 

４ 巡回箇所及び巡回時間 

巡回箇所及び巡回時間の変更については、監督員が指示するものとする。 

 

５ 業務実施記録 

受託者は、業務実施状況を警備員勤務日誌（様式第 1号・第 1号-2・第 1号-3）に記録する

こと。また、警備員勤務日誌については、業務終了後、遅延なく監督員に提出すること。 

 



別紙１ 

令和 6～10 年度こども動物自然公園警備業務委託人員数及び実施基準 

 

１． 夜間警備 

     人員数 

人員数(人/日) 日 数 (日 ) 延 人 数 

 

    ２人 

 

３６５日 

（令和９年度３６６日） 

 

７３０人 

（令和９年度７３２人） 

        

          実施基準 

時間 

 

人員 

                  

 17:00    18    19        20        21        22        23        24         1         2         3         4         5         6         7        8     8:30 

 １  内勤   内勤 内勤 巡回 内勤 内勤 内勤 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 内勤 巡回 内勤 立哨  

 ２    巡回 旗降 内勤 内勤 内勤 巡回 内勤 内勤 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 睡眠 巡回 内勤 巡回 旗揚  

        



別紙2-1

警 備 業 務 巡 回 ポ イ ン ト

①管理棟

⑫カンガルー舎

⑩ガゼボ・コアラ売店

⑬カピバラ・ワラビー舎

⑪コアラ舎

②委託清掃業者事務所

③なかよしコーナー

④乳牛コーナー

⑤小動物コーナー

⑥西門

⑨シカ・カモシカ舎

⑧こどもの城

⑮中央売店

⑯もりカフェ

⑭東門

⑱ポニー舎

⑦恐竜コーナー入口

⑰キリン舎

⑲駐車場南トイレ



別紙2-2
警 備 業 務 巡 回 ポ イ ン ト（散策路・クロスカントリーコース）

⑳散策路・クロスカントリーコース管理棟



様式第1号

令和　　　年　　　月　　　日（　　　　　） 天候

令和　　　年　　　月　　　日（　　　　　　　　）から

令和　　　年　　　月　　　日（　　　　　　　　）まで

17:00 ～ 17:30

20:00 ～ 21:00

21:00 ～ 22:00

5:00 ～ 6:00

6:00 ～ 7:00

7:00 ～ 7:30

17:30 ～ 18:00

18:00 ～ 19:00

19:00 ～ 20:00

20:00 ～ 21:00

21:00 ～ 22:00

22:00 ～ 23:00

23:00 ～ 24:00

5:00 ～ 6:00

6:00 ～ 7:00

7:00 ～ 8:00

正門 8:00 ～ 8:30

東門 17:00 ～ 18:00

東駐車場 17:00 ～ 18:00

巡回

内勤

立哨

内容 時間

警備員勤務日誌

巡回・内勤者

業務実施日及び時間

こども動物自然公園

監督員　　　　　　　　　　　　　　　様
警備員氏名

報告事項



様式第1号-2

畜　舎　等　巡　回　状　況

各畜舎等 内　容

管理棟及び上下駐車場

北門周辺

西門周辺

南門周辺

東門周辺

なかよしコーナー

乳牛コーナー

コアラ舎

カピバラ・ワラビー舎

カンガルー舎

散策路・クロスカントリー管理棟

シカ・カモシカ舎

中央売店

ポニー舎

キリン舎

こどもの城

小動物舎

ガゼボ・コアラ売店

もりカフェ

その他



様式第1号-3

担当者　 Ａ

Ｂ

令和　　　年　　　月　　　日 ※異常なしの確認はレと表示

時刻 20:00 21:00 5:00 6:00 7:00

確認者

管理事務所　外

キリン売店横

なかよし下

牛舎前

ペンギンヒルズ

恐竜コーナー

こどもの城

コアラ売店

コアラ舎出口

中央売店横

森の教室横

駐車場旧トイレ

駐車場新トイレ

摘要

自動販売機チェック表



令和 6～10 年度こども動物自然公園警備業務 委託箇所図 

 

 

 

 

 

 

業務場所 



 


